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第Ⅰ章　国産材の安定供給体制の構築に向けて
１．森林資源の充実と国産材需給の現況
（１）森林資源の充実と「林業の成長産業化」

○我が国の森林資源は、戦後造成された人工林を中心に充実。現在は、資源の利用期に本格的
に移行し、十分な供給余力。
○充実してきた森林資源については、「植える→育てる→使う→植える」というサイクルの中
で循環利用することによって森林の多面的機能が発揮。
○一方で、我が国の林業は、採算性の悪化等により生産活動が低迷。小規模零細な森林所有構
造の下、施業集約化や路網整備、効率的な作業システムの導入の立ち後れ等により、生産性
が低い状況。
○林業従事者等が居住する山村地域は、過疎化等により依然として厳しい状況。山村の振興を
図っていく上でも、豊富な森林資源の利活用を進め、国産材の安定供給を図り、林業の成長
産業化を実現することが重要な課題。

（２）国産材需給の現況

○国産材の需要構造は変化。生活様式の変化等に伴い、構造用の役
やく

物
もの

需要は減少し並
なみ

材
ざい

の需要
が増加。また、品質・性能が安定する乾燥材や集成材がニーズの中心。
○合板製造業において、技術の改良等を背景に、国産材利用量が増加。
○国内の豊富な人工林資源の利用を見越して、内陸部に大型工場を建設する動きが活発化。また、
再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、木質バイオマス等のチップ用材需要も増加。
○一方、国産材の流通は依然として小規模・分散的で、需要に応じた流通ができていない状況。
いわゆる「駆け込み需要」時には、スギやヒノキの素材価格が急騰。

人工林の齢級構成の変化

資料：林野庁木材産業課調べ。 資料：農林水産省「木材需給報告書」、「木材価格」
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資料：林野庁「森林資源の現況」（平成24
年3月31日現在）、林野庁「日本の
森林資源」（昭和43年4月）
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２．国産材の安定供給体制の構築の意義と考え方
（１）国産材安定供給体制の構築の意義

○国産材の安定的な供給体制の構築は、
・需要側の工場等にとっては、原木を、まとまった数量、必要な品質、一定の納期に調達する
ことに寄与。また、計画的な稼働や原料調達コストの縮減等に寄与。
・供給側の森林所有者・素材生産業者にとっては、安定的な販売先が確保でき、経営の安定化
等に寄与。
・工務店・住宅メーカー等にとっては、一定の期間内に一定のコストでの材料調達に寄与。

（２）国産材の安定供給の考え方

○国産材の総需要量は、景気動向等により変動することから、需要構造の変化に柔軟に対応で
きる供給体制を構築することが必要。用途別の需要に応じて必要な数量の原木をとりまとめ
て、持続的に供給していく必要。
○そのためには、原木を供給する能力を拡大するとともに、関係者の間で木材に関する需給情
報を積極的に共有する取組が不可欠。
○国産材の安定供給体制の構築は、原木価格の乱高下を一定程度緩和することにも、結果とし
て貢献。
○また、我が国の人口動態を踏まえれば住宅用製材の需要の増加は見込みにくいため、住宅用
やそれ以外の用途において木材需要を拡大していくことが必要。

国産材の安定供給体制の構築に向けたイメージ
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○育成段階にある人工林において間伐の適切な実施に引き続き取り組むとともに、利用適期を
迎えた人工林において、適切な主伐を進めることが、国産材の安定供給体制を構築する上で
重要。主伐を実施した伐採跡地は、植栽による再造林又は天然更新や、その後の保育作業を
確実に実施する必要。
○再造林を確保するためには、造林・保育に要する経費を縮減する必要。林野庁では、伐採から植
栽までを一体的に実施する「一貫作業システム」の実証・普及やコンテナ苗の生産の拡大を実施。
○成長に優れた苗木や花粉症対策苗木の安定供給を図ることが一層重要。また、野生鳥獣によ
る森林への被害対策に取り組む必要。

３．安定供給体制の構築に向けた取組の現状と今後の課題
（１）原木の供給力の増大
　（ア）主伐とその後の確実な更新の実施

　（ウ）原木流通の合理化

○素材生産現場から製材工場等への原木の流通を合理化し、原木流通コストを縮減していく取
組が重要。中間土場（ストックヤード）の整備や、デジタルカメラ画像を利用した材積測定
システムの利用可能性の検証等の取組がみられるところ。

コンテナ苗の生産量の推移
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《事例》  寒冷積雪地に適した一貫作業システムの検討
　青森県は、関係団体等とともに「青い森低コスト再造林協議会」を設
立。寒冷積雪地の地理的・自然的条件に適した伐採・造林一貫作業シ
ステムの導入手法を検討。

《事例》  素材生産業者による低コスト造林の取組　
　宮崎県のNPO法人ひむか維森の会は、伐採搬出ガイドライン等を
策定。この中で、皆伐から再造林まで責任を持つことなどを規定。また、
「責任ある素材生産事業体認証制度」を開始。

資料：林野庁「森林・林業統計要覧」、
　　　林野庁ホームページ「高性能林業機械の保有状況」

　（イ）効率的な作業システムの構築

○素材生産の生産性を向上させることが重要であり、素材生産の各工程に応じて開発されてい
る林業機械を有効に活用することが鍵。
○急傾斜地における効率的な作業システムに対応した次世代の架線系林業機械の開発・導入や
高度な索張り技術等を備えた技術者の育成に取り組み。
○チップ用材の需要増加が見込まれるため、末木枝条等を効率的に収集するための取組が必要。
全木集材システム等は、これらを効率的に収集でき、再造林のコスト縮減にも寄与。また、
成長速度や木材の強度に優れた早生樹種に対する注目が高まり。
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　（オ）施業の集約化

○我が国の私有林の所有規模は零細。このため、隣接する複数の所有者をとりまとめて森林施
業を一体的に実施する「施業の集約化」が必要。
○提案型集約化施業を担う「森林施業プランナー」の育成を推進。
○平成24（2012）年に、面的なまとまりをもった森林を対象とする森林経営計画制度が導入。
それ以降も、現場の状況に応じて運用改善に取り組み。
○集約化には、森林所有者等の情報整備が不可欠。「森林整備地域活動支援交付金」により、
集約化に必要な調査・合意形成等を支援。
○共有林等の既にまとまった森林の活用や森林組合等や製材工場等による森林保有等の事例も
あるところ。
○民有林と国有林が連携した「森林共同施業団地」の設定を推進。

　（エ）林業事業体の育成

○優れた経営力を有する林業事業体の育成が急務。今後は、林業事業体の生産管理等の導入や
ICT（情報通信技術）の活用を推進していくことが必要。
○地域の条件に応じた適切な作業システムを選択、運用できる人材の育成も重要。

《事例》  ICTを活用した生産管理手法の導入

　長野県の北信州森林組合では、境界明確化や森林資源調
査で得られたデータのデジタル管理に加え、原木の生産・
流通についても、ICTを活用した生産管理手法を導入。
　画像情報等を用いて生産現場の用材の数量を把握すると
ともに、ICTを用いて、出材量や出荷量といった情報をリ
アルタイムに森林組合内で共有。
　作業日報や経費、出来高等の労務管理も、ICTにより効
率化。
　これらの取組を進めた結果、素材の取引が迅速化。

検知システムにより、
椪積量を把握

生産現場

山土場・中間土場

森林ＧＩＳ

出荷

生産

収穫予定
現場情報

現場管理情報

出材量データ 出荷情報

品質ごとに納
入先に迅速に
直送又は土場
で引渡し

《事例》  認定森林施業プランナーによる
集約化の取組

《事例》  共有林を活用した施業集約化の推進

　兵庫県の北はりま森林組合は、認定森林施業プラ
ンナーによるタブレット型コンピューターを活用し
た施業集約化に取り組み。
　従来よりも円滑に森林所有者の関心や理解、同意
を得られるようになっている。

　山梨県のＦ事業体は、同県北杜市の共有林代表か
らの相談を契機に、この共有林と周辺の森林を合わ
せた区域を対象とした「森林経営計画」を作成。一括
して林内路網の作設に取り組み、間伐及び搬出を実
施。
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　（カ）労働力の確保

○原木の供給力を増大させる上で、素材生産に必要な林業労働力の確保が不可欠。
○これまで「「緑の雇用」事業」により、技術・技能を有する林業労働者を育成。今後は、通年
雇用の推進等による雇用条件の改善が課題。

　（イ）原木供給のとりまとめ

○木材の需要の増減に応じて、素材生産の生産量や出荷量を調整する仕組みを構築していく必要。
○地域の実情に応じ、最も適した主体が、単体若しくは共同で原木をとりまとめる取組が進展。

　（キ）路網の整備

○路網は、木材を安定的に供給する等のために必要な施業を効率的に実施するためのネット
ワークであり、最も重要な生産基盤。林道、林業専用道、森林作業道を適切に組み合わせた
路網の整備を推進。
○国産材の安定供給体制を早期に構築する観点からは、引き続き育成林のうち林地生産力が高
い林分で重点的に整備していくことが有効。
○また、高度な知識・技能が必要な路網ルートの設計・施工等の路網整備を担う人材を育成。

（２）木材等の需給情報の共有と原木供給のとりまとめ
　（ア）木材等の需給情報の共有

○大型工場設置の進展に伴い、国産材の流通は広域化し、木材の需給情報の共有が困難になり
つつあるところ。国産材の安定供給体制の構築や主伐後の確実な再造林のためには、木材や
苗木の需給情報を共有していくことが極めて重要。
○平成27（2015）年度からは、木材や苗木の需給情報を、民有林と国有林が連携し一元的に
共有することを目的に「需給情報連絡協議会」を全国７ブロックで開催。都道府県においても、
主伐・間伐別の木材の生産量の一か月ごとの見通しを公表する取組等が進展。

「需給情報連絡協議会」の開催状況

　注：「需給情報連絡協議会」を開催して
いない都道府県は記載していない。

資料：林野庁業務資料

近畿中国地区（滋賀県、京
都府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県、三重県、
鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県）

九州地区（福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

四国地区（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

中部地区（長野県、岐阜
県、愛知県、富山県、石
川県、福井県）

関東地区（福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、静岡県、新潟県）

東北地区（青森県、秋田県、
岩手県、山形県、宮城県）

北海道地区（北海道）○協議会構成員
・森林組合
・素材生産業者
・原木市売市場
・苗木生産者
・木材加工業者
・製紙事業者
・木質バイオマス発電事業者
・学識経験者
・都道府県
・森林管理局
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　（ウ）安定取引等の動き

○素材生産業者等と木材加工業者等の間で、安定供給のための取引（安定取引）に関する協定
を締結する動きが拡大。地域の実情に応じて、林業事業体の組織、大型製材工場等、原木市
売市場がとりまとめ役となって安定取引を実施。
○森林組合系統や素材生産の協同組織が木材流通を担う地域では、こうした林業事業体の組織
がとりまとめ役となる安定取引が進展。とりまとめ役の協同組織が個々の事業体に造材方法
等の指導を実施する取組も。
○素材生産業者等の協同組織化が進んでいない地域では、大型の製材工場等がとりまとめ役と
なる安定取引が進展。こうした大型工場が自ら素材生産を実行する協同組織を設立する取組も。
○原木市売市場が木材流通の中核的な役割を担う地域では、原木市売市場がとりまとめ役とな
り、個々の素材生産業者から集荷し、工場に直送する取組が進展。この場合、従来の市場機
能を活用し、優良材のセリ売り等も可能。

（３）国産材の安定供給体制の構築を目指して

○このように、国産材の安定供給体制を構築する上で、森林所有者や森林組合、国有林、素材
生産業者、原木市売市場、製材工場、合板工場、木材チップ工場、木質バイオマス発電施設
等の全ての関係者が取組を進展させるとともに、相互の連携を図っていくことが必要。
○国、地方公共団体はもとより、林業、木材産業を含む関係者が連携し、普及啓発を続けて国
民の理解を得て、木材利用の推進や国産材の安定供給体制の構築につなげていくことが必要。

　Ｃ社が宮崎県日向市に大型の製材工場を設置し、稼働が開始。
　年間に50万㎥の原木を安定的に供給できる体制を構築することが急務となってい
たところ。
　これに対応するため、宮崎県の木材協同組合連合会、森林組合連合会、造林素材
生産事業協同組合の３者により、Ｃ社向けの原木供給対策協議会が設立。県内の森
林組合や素材生産業者に、需給情報の共有や造材の指導を実施。

森林組合

Ｃ社　日向工場
集成材ラミナ製造、梱包材製造、木質バイオマス発電　等

素材生産団体素材生産業者

原
木
の
直
送

原
木
の
直
送

原木
コーディネート

原木代金の
支払

情報の交換 価格交渉
販売

原木供給対策協議会
木材の仕分け 情報の共有 計画の策定

《事例》  原木供給対策協議会の設立を通じた原木安定供給の取組

　福島県東白川郡塙町で大型の製材工場を経営するＫ社は、原木を安定的に調達
するため、素材生産組合を組織化。
　Ｋ社は、地域の森林所有者から立木を購入し、素材生産をこの組合で実施。また、
Ｋ社は、小規模森林所有者に営業を行って、施業の集約化にも取り組み。
　さらに、その素材生産組合は、労働者災害補償保険や民間保険に加入するなど、
労働力の確保や福利厚生の充実に向けた取組も実施。

Ｋ社（製材工場）

事
務
の
代
行

素
材
生
産
請
負

立木購入
森林所有者

素材生産組合

事務局

作 業 班
● 会員
● 会員
● 会員

会
費

労災保険等の充実

《事例》  大型製材工場による国産材確保に向けた取組

　佐賀県伊万里市で原木市売市場を経営するＩ社は、従来業務に加え、近接する工場
向けの原木調達の取組を実施。集荷範囲を九州全域に拡大し、年間の原木取扱量は、
33万㎥に成長。
　また、Ｉ社は、自ら立木を買い付けて素材生産を委託して原木を調達する取組や、
森林所有者と協定を締結して再造林を代行する取組を実施し、持続的な原木調達を推
進。

原木市売市場

ラミナ工場

集成材工場

《事例》  原木市売市場による原木安定取引の取組
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